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建築基準法第５１条ただし書の規定による
産業廃棄物処理施設の位置の指定（横須賀市）
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建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)



建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

成形メーカー

製造工場 等

企業 等 計画施設

産業廃棄物（廃プラスチック類）
等の回収

一般企業等から回収した産業廃棄物等を当該計画工場にて分別・洗
浄し、廃プラスチック類を破砕処理することで、再生利用可能なペ
レットに加工して、各製造工場等へ出荷する。

プラスチック
製品 等

想定廃棄物回収先

（プラスチックごみに分別）

・工場で排出される産業廃棄物

各企業の事務所内のごみ

商業施設 等

Ⅰ 計画の概要について

計画施設の
敷地の位置産業廃棄物処理施設に該当
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計画概要



【計画施設の概要】

Ⅰ 計画の概要について
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建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

○申 請 者 ：株式会社TBM
代表取締役 CEO 山﨑 敦義

○申 請 地 ：横須賀市神明町58番９

○用 途 地 域 ：工業地域

○主 要 用 途 ：産業廃棄物である廃プラスチック類等の
選別、洗浄及び破砕処理

○県都計審諮問
対象施設

：産業廃棄物処理施設
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建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)
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Ⅱ 法令上の位置づけについて

政令で定める処理施設

政令で定める規模

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

【建築基準法第51条】
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、
ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市
計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又
は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(そ
の敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地
が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつて
は、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画

上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内にお
いて新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

産業廃棄物処理施設
（都市計画に定める場合は県が決定）

⇒
県都市計画審議会の議

を経て市が許可



（規定値） （今回計画）
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廃プラスチック類の
破砕施設

＞

【処理能力】 ５ｔ/日超

政令で定める処理施設に該当

【処理能力】 120ｔ/日

都市計画で敷地の位置を決定していない 「許可」が必要

● 対象施設 ： 政令で定める処理施設
（建築基準法施行令第130条の２の２）
（廃棄物処理法施行令第７条第７号）

建築基準法 第51条の規定により位置の制限を受ける処理施設

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

Ⅱ 法令上の位置づけについて



Ⅰ 計画の概要について

Ⅱ 法令上の位置づけについて

Ⅲ 計画内容について

Ⅳ 生活環境影響調査について（関係法令等）

Ⅴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
係る手続きについて

Ⅵ 横須賀市都市計画審議会について
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建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)



Ⅲ 計画内容について

①位置図

②配置計画、作業計画図

③緑地計画

④排水計画

⑤交通計画
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建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)
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横浜市

三浦市

① 位置図（県全域）

Ⅲ 計画内容について

鎌倉市

葉山町

逗子市

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

横須賀市

計画施設の
敷地の位置



Ⅲ 計画内容について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

① 位置図（広域）

鉄道

主要な都市計画道路

凡 例

国道

自動車専用道路
YRP野比駅

佐原ＩＣ

JR久里浜駅
京急久里浜駅

横須賀市

計画施設の敷地の位置
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計画施設の敷地



Ⅲ 計画内容について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

200
60

工 業

計画施設の敷地
敷地面積：１３，７０６．０８㎡
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鉄道

主要な都市計画道路

凡 例

国道

主要な市道

① 位置図（拡大）

京急久里浜駅

JR久里浜駅

200
60

１中高

200
80

近 商

200
60

１ 住

200
60

１ 住

200
80

近 商

200
60

準 工

400
80

商 業

200
60

準 工

200
60

１中高

200
60

工 業

80
40

１ 低

市街化調整区域

容積率

建蔽率

用途地域

計画施設の敷地の位置



Ⅲ 計画内容について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

①位置図（航空写真）

JR久里浜駅

京急久里浜駅

計画施設の敷地

約 1.0km

ＪＲ横須賀線

鉄道

主要な都市計画道路

凡 例

国道

主要な市道

計画施設の敷地の位置

13令和３年1月撮影



Ⅲ 計画内容について

①位置図

②配置計画、作業計画図

③緑地計画

④排水計画

⑤交通計画
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建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)



搬入車両出入口
切開き 13ｍ

搬出車両出入口
切開き 13ｍ

市道 6525号
道路幅員 約12m
（内、歩道2.5m×2）

Ⅲ 計画内容について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

配置計画図

土砂災害特別警戒区域

②配置計画、作業計画図
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計画建物１
工場棟
平屋建て

計画建物２
倉庫・事務所棟
２階建て

３ｍの高低差
あり

凡 例

敷地出入口

計画施設の敷地の位置



①搬入

②分別、洗浄、破砕、加工

工場棟

④保管

Ⅲ 計画内容について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

②配置計画、作業計画図
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③移送

⑤搬出

廃プラスチック類の
流れ

凡 例

計画施設の敷地の位置

作業工程計画図

倉庫・事務所棟



隣接する
倉庫棟へ

原料置場

破砕能力
各ライン（24時間稼働）
計 5t/h→120t/日

押出機ライン
（各ラインで分
別・破砕した材
料を再生可能ペ
レットに加工）

破砕・粉砕、洗浄・脱水ライン

乾式識別ライン

Ⅲ 計画内容について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

工場棟１階平面図

②配置計画、作業計画図
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廃プラスチック類の
流れ

凡 例

計画施設の敷地の位置



Ⅲ 計画内容について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

搬出

１階

②配置計画、作業計画図

倉庫・事務所棟
１、２階平面図
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工場棟から
加工品、残渣等の保管

倉庫

EV：2F→１F

事務所

２階

倉庫

EV：2F→１F

工場棟から
加工品、残渣等の移管

廃プラスチック類の
流れ

凡 例



Ⅲ 計画内容について

①位置図

②配置計画、作業計画図

③緑地計画

④排水計画

⑤交通計画
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建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)



工場棟

倉庫・事務所棟

Ⅲ 計画内容について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

③緑地計画
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凡 例

計画施設の敷地の位置

緑地

横須賀市
工場立地法市準則条例

緑地率：１０％以上



Ⅲ 計画内容について

①位置図

②配置計画、作業計画図

③緑地計画

④排水計画

⑤交通計画
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建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)



倉庫・事務所棟

Ⅲ 計画内容について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

④ 排水計画

押出機

原料置場

破砕・粉砕、洗浄・脱水ライン

乾式識別ライン

汚水

「洗浄水再生設備」にて凝集沈殿・膜ろ過の過程を
経たのち、洗浄水として再利用

汚水（廃棄物の洗浄より発生）
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工場棟

再利用できないほど塩分・糖質濃度が高い汚水は、
上記処理後、公共下水道に排水

凡 例

計画施設の敷地の位置

排水経路

洗浄水再生設備置場

（汚水の凝集沈殿・膜ろ過）

公共下水に排水

洗浄水経路



Ⅲ 計画内容について

①位置図

②配置計画、作業計画図

③緑地計画

④排水計画

⑤交通計画
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建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)



Ⅲ 計画内容について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

３・３・２安浦下浦線（県道27号）
３・３・４久里浜田浦線

（片側２車線 車道幅員約22ｍ）

計画施設の敷地 計画施設の敷地前
横須賀市道

（片側1車線 道路幅員約12ｍ）

神奈川県内及び東京都内各地
より高速道路を使用

敷地地北側交差点
→軌跡図により大型車両の通行

に支障がないことを確認

「県道27号」及び「３・３・４ 久里浜田浦線」は
片側２車線の道路であり、大型車の通行に支障はない

⑤ 交通計画

３・３・２安浦下浦線
（県道27号）
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Ⅲ 計画内容について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

⑤ 交通計画

久里浜交差
点方向から

大浜交差点
方向から

計画地方
向から

交差点
流入計

現況交通量 3,341 3,141 243 6,725
本事業によ
る交通量

91 0 91 182
(91×2)

将来交通量 3,432 3,141 334 6,907

項目 内容

搬出入車両

搬入車両台数
大型車等 42台/日
（2t車、ハイルーフ25t車）

搬出車両台数
大型車等 16台/日
（10t平トラック、ハイルーフ25t車）

搬出入時間帯 午前８時から午後６時

従業員車両 従業員車両台数 約11台×３交代＝33台/日

約2.7%増

計画地北側交差点交通量（7:00～19:00）

搬入・搬出車両等計画

計 91台

交通計画については、警察と協議済み

周辺への交通の影響
は軽微である

計画施設の敷地

敷地北側
交差点

25

1時間あたりの最大計画搬出入車両台数：７台



Ⅰ 計画の概要について
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係る手続きについて

Ⅵ 横須賀市都市計画審議会について
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建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)
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Ⅳ 生活環境影響調査について（関係法令等）

調査事項
生活環境影響要因

生活環境影響調査項目

施設排水
の排出

施設の稼働
施設からの
悪臭の漏洩

廃棄物運搬
車両の走行

騒音 騒音レベル

振動 振動レベル

大気質

粉じん

二酸化窒素（ＮＯ2）

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）

悪臭

特定悪臭物質濃度

臭気指数（臭気濃度）

または臭気強度

水質

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

浮遊物質量（ＳＳ）

その他必要な項目

■調査を行う項目の選定

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)



Ⅳ 生活環境影響調査について（関係法令等）

①施設の稼働等に係る影響

１．騒音・振動

２．悪臭

②運搬車両の走行に係る影響
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建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)



Ⅳ 生活環境影響調査について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

① 施設の稼働等に係る影響
１．騒音・振動

押出機ライン

破砕・粉砕、洗浄・脱水ライン

乾式識別ライン

ライン名 主要機器

乾式識別ライン コンベア

破砕・粉砕、洗浄・脱水
ライン

コンベア
破砕機、粉砕機

押出機ライン 押出機
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c

騒音予測結果（最大値抜粋）

計測
地点

予測
値

規制基
準値

朝 C 57 65
昼 A,C 60 70
夕 A 60 65
夜 C 55 55

A

B

D E

a

b e

振動予測結果（最大値抜粋）

計測
地点

予測
値

規制基
準値

昼 c 51 70
夜 c 51 60

C

d

騒音
朝：6-8時
昼：8-18時
夕：18-23時
夜間：23-6時

振動
昼：8-19時
夜：19-8時

規制基準値
「神奈川県生活環境の保全
等に関する条例」における
「工業地域」の基準値

a

A 騒音レベル予測地点

凡 例

計画施設の敷地の位置

振動レベル予測地点



Ⅳ 生活環境影響調査について（関係法令等）

①施設の稼働等に係る影響

１．騒音・振動

２．悪臭

②運搬車両の走行に係る影響
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建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)



Ⅳ 生活環境影響調査について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

①施設の稼働等に係る影響
２．悪臭

悪臭（廃棄物の分別・洗浄で発生した「残渣」及び汚水処理にて脱水処理
後に発生した「汚泥」からの悪臭が発生）

スクラップコンテナにて蓋やカバーにて密閉状態にして、保管

外部へ処分委託

密閉型の容器に保管することで、悪臭の漏洩を防止する計画
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Ⅳ 生活環境影響調査について（関係法令等）

①施設の稼働等に係る影響

１．騒音・振動

２．悪臭

②運搬車両の走行に係る影響
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Ⅳ 生活環境影響調査について

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)

② 運搬車両の走行に係る影響

現況 予測
→将来交通量
（現況交通量＋計画運搬車両）
の予測結果

大気質 二酸化窒素及び
浮遊粒子状物質の測定
→基準内

運搬車両による増加濃度は非常に
小さい
→二酸化窒素及び浮遊粒子状物質
とも基準内

騒音 昼：64デシベル
夜：56デシベル
→基準内

運搬車両による増加レベルは0.1～
0.3デシベル
→基準内

振動 昼：34デシベル
夜：31デシベル
→基準内

運搬車両による増加レベルは1.6～
3.3デシベル
→基準内
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Ⅰ 計画の概要について

Ⅱ 法令上の位置づけについて

Ⅲ 計画内容について

Ⅳ 生活環境影響調査について

Ⅴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
係る手続きについて

Ⅵ 横須賀市都市計画審議会について
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Ⅴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る手続きについて

事業者が市に対し「事業予定計画書」「生活環境影響調査実施計画書」
を提出（令和３年９月24日）

●横須賀市 廃棄物処理施設設置等許可事務取扱要綱による手続き

事業者が市に対し「産業廃棄物処理施設設置等許可申請」
を提出（令和３年10月15日）

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律による手続き

事業計画が適合していることは確認済み
許可通知は建築基準法第51条ただし書許可（当許可）に合わせて、交付見込み

【横須賀市資源循環部】

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)



Ⅰ 計画の概要について

Ⅱ 法令上の位置づけについて

Ⅲ 計画内容について

Ⅳ 生活環境影響調査について

Ⅴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
係る手続きについて

Ⅵ 横須賀市都市計画審議会について
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Ⅵ 横須賀市都市計画審議会について

令和３年11月８日及び令和４年１月28日
横須賀市都市計画審議会へ諮問

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の位置の指定(横須賀市)


